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証券コード　3739
2020年６月８日

株　主　各　位
東京都千代田区神田駿河台三丁目２番地
コ ム シ ー ド 株 式 会 社

代表取締役社長 塚 原 謙 次

第29回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第29回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数なが
ら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2020年６月22日（月曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願
い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2020年６月23日（火曜日）　午前10時00分
（受付開始　午前 9 時30分）

２．場 所 東京都台東区秋葉原１番１号　秋葉原ビジネスセンター
ミーティングスペースＡＰ秋葉原　５階会議室

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第29期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
第1号議案
第2号議案

取締役５名選任の件
取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（https://www.commseed.net/）に掲載いたします。

－ 1 －

株主各位
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新型コロナウイルス感染防止への対応について

【株主様へのお願い】
・新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、感染リスクを避けるため、今回の株主総会にお
いては当日のご来場を見合わせ、書面により議決権を行使されることを強くご推奨申し上げ
ます。
・感染による影響が大きいとされているご高齢の方や、基礎疾患がある方、妊娠されている
方におかれましては、特に慎重なご判断をお願い申し上げます。
・株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、株主総会開催日時点の感
染状況やご自身の体調をお確かめのうえくれぐれもご無理をなされませぬようお願い申し
上げます。
・ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感
染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

【当日の対応について】
・当社役員及び運営スタッフは、マスクを着用してのご対応を予定しております。
・受付付近にアルコール消毒液を設置いたします。
・ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフからお声掛けさせていた
だくことがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
・当日の状況に応じ、その他の感染予防の措置を講じる場合がございます。

なお、今後の状況に応じて、やむを得ず開催場所や開始時刻などが変更となる可能性がござ
います。その場合は、速やかにインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただき
ますので、ご出席を予定されている株主の皆様は当社ウェブサイトで情報をご確認いただき
ますようお願い申し上げます。
＜当社ウェブサイトURL＞
https://www.commseed.net/

株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

－ 2 －

株主各位
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（提供書面）

事　業　報　告

(2019年 4 月 1 日から)2020年 3 月31日まで

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当事業年度におけるわが国経済は、消費増税による個人消費の落ち込みが影響し、依然と

して先行きに対する不透明感が続いております。さらに2020年に入り、コロナウイルス感染
症の影響により、個人消費に関連する業種の景況感が大きく落ち込むなど、国内景気は過去
最大の下落を見せております。

一方、当社を取り巻くビジネス環境としては、社会のインフラとして必要不可欠なICT分
野の技術革新の中、モバイル端末上の市場に向けたコンテンツサービスが活況をみせており、
中でも消費者向けのゲームはスマートフォン・タブレット向けのアプリケーション市場を牽
引する存在となっております（令和元年版情報通信白書）。

このような環境の下、当社は、引き続きスマートフォン向けコンテンツビジネスのさらな
る成長およびシェアの拡大を図るべく、既存事業の維持と、アライアンスを中心に新規事業
の展開を進めてまいりました。

売上高に関しては、本事業年度は主力事業であるバーチャルホール『グリパチ』が一旦成
長停滞期に入り、一方新規事業は立ち上げの準備期間であったことから、売上高は前年を下
回る結果となりました。

利益面では、売上原価抑制、徹底したコスト削減により、営業利益、経常利益を計上して
おりますが、最終損益では一部事業の減損等の影響から、黒字を達成するには至りませんで
した。

以上の結果、当事業年度の売上高は1,171,372千円（前期比13.9％減）、営業利益19,961
千円（前期比49.0％減）、経常利益17,693千円（前期比52.9％減）、当期純損失54,755千
円（前期は当期純利益20,397千円）となりました。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況
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なお、当社はモバイル事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしてお
りませんが、事業におけるサービス分野別の主な取り組みは、以下のとおりであります。

　ソーシャルゲームについては、主力サービスのバーチャルホール『グリパチ』の成長停滞
が響き、想定した売上を達成するには至りませんでした。また、新規タイトルとして期中に
リリースした『ファンタジーファーム』については、想定した売上に満たず、早期にサービ
スを終了し、リソースをその他タイトルに振り分けております。その他のソーシャルゲーム
については順調に推移いたしました。以上の結果、ソーシャルゲーム全体の売上は対前期比
19.2%の減少となりました。

　従量制アプリについては、新タイトルのリリースが実機の状況に左右され、年間の配信本
数が２本にとどまりました。第３四半期以降は有力タイトルをリリースするなど堅調に推移
しましたが、売上計画を達成するには至りませんでした。以上の結果、従量制アプリは対前
期比4.4%の減少となりました。

　受託開発および運営業務に関しては、ストック型案件が堅調だったのに対し、フロー型案
件が想定を下回り、売上高は対前期比3.4%の減少となりました。

　その他新規事業につきましては、第４四半期に株式会社WEAREとの共同プロジェクト第
一弾、『ボイメン 祭nine. BMK 〜Secret Message〜』をリリースいたしました。また、ゲ
ームパブリッシング事業では、韓国KRAFTON社と提携し、新作ゲーム『ビッグバッドモン
スターズ』日本版独占配信を決定、当期末に事前登録を開始しております。
　また、既に中国、台湾、香港等で先行リリースされ、グリー株式会社より日本国内版をリ
リースする予定となっている大人気アニメ『ワンパンマン』のスマートフォンゲーム『ONE 
PUNCH MAN 一撃マジファイト』については、当社が日本配信版の企画・開発・運営に参
画しておりますが、当期は関係各社と連携しながらリリースに向けた準備を進行いたしまし
た。

－ 4 －

当事業年度の事業の状況
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②　設備投資の状況
当事業年度において実施した設備投資の総額は85,177千円であります。
その主なものは、スマートフォンネイティブアプリのソフトウエア開発費用であります。

③　資金調達の状況
当事業年度において金融機関から運転資金として総額150,000千円の資金調達を行いまし

た。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

－ 5 －

当事業年度の事業の状況
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　分 第 26 期
(2017年３月期)

第 27 期
(2018年３月期)

第 28 期
(2019年３月期)

第 29 期
(当事業年度)
(2020年３月期)

売 上 高 (千円) 1,547,936 1,514,092 1,360,191 1,171,372

経 常 利 益 (千円) 40,898 23,375 37,546 17,693

当期純利益又は当期純
損失(△) (千円) 30,610 △47,664 20,397 △54,755

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失（△）

(円) 2.91 △4.20 1.78 △4.77

総 資 産 (千円) 1,181,179 1,104,097 1,062,618 996,091

純 資 産 (千円) 703,790 706,978 727,303 672,437

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式数（自己株式数を

除く）により算出しております。
３．当社は、2020年1月24日開催の取締役会決議に基づき、2020年４月１日付で１株につき２株の株

式分割を行っております。そのため、第26期の期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当た
り当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）を算定しております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

当社の親会社であるCykan Holdings Co.,Ltd.(韓国)は、事業年度末日現在当社の株式
3,035,212株（所有議決権比率52.90％）を保有する当社の筆頭株主であります。
　また、当社と同社の人的関係については、当社の取締役２名が同社の取締役を兼任しており
ますが、営業上の取引関係はありません。

②　子会社の状況
該当事項はありません。

－ 6 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況
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⑷　対処すべき課題
当社が対処すべき課題は次のとおりであります。
①既存事業による収益基盤の維持・強化

スマートフォンゲーム市場においては、市場環境やユーザーの嗜好、トレンドなど急変す
る要素が多いことから、事業の継続性と成長のためには新たな収益源の創出を継続的に行う
ことが必要です。そのためには、安定した収益基盤の維持が重要となってまいります。まず
は主力事業であるソーシャルゲーム「グリパチ」、従量制アプリ、ゲームパブリッシング事
業及び受託事業など既存事業の維持で足場を固め、収益基盤を維持してまいります。

②新規ゲームタイトルの収益化
上記の通り、安定成長に向けた収益多様化の為に、グリパチに続くコアタイトルを育成す

ることが最も重要な課題であります。今後も新規事業として、国内外ゲームタイトルのパブ
リッシング展開やゲーム化を継続してまいります。

③新規ビジネスの早期事業化
当社の事業領域であるスマートフォンアプリ関連事業において、コアビジネスであるソー

シャルゲームに加え、他のコンテンツホルダーや周辺領域で強いノウハウを所持する企業と
のアライアンス等を通じて、第2、第3の柱となる事業の創出が重要な課題であると認識して
おります。引き続き、関係企業との連携強化、機動性の向上を図り、新規事業の早期収益化
を目指します。

④株主の皆様への利益還元
当社は、前期に続き、繰越利益剰余金が欠損の状態となっております。このため当期及び

次期の株主配当につきましても、誠に遺憾ではございますがその実施を見送らせていただく
ことといたしました。剰余金配当については、業績や経営基盤の充実並びに将来の成長など
を総合的に勘案し、継続的に実施しなければならないとの基本認識でおり、引き続き早期に
配当原資とすべき利益の計上を行えるよう、収益基盤の強化を図ってまいります。株主の皆
様には、何卒ご理解のうえ、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

－ 7 －
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⑸　主要な事業内容（2020年３月31日現在）
事 業 内 容 主 要 サ ー ビ ス

モ バ イ ル 事 業
スマートフォンアプリの企画・開発・運営
ソーシャルゲームの企画・開発・運営
スマートフォンアプリ及びサイトの受託開発・運営

⑹　主要な営業所（2020年３月31日現在）
本社（東京都千代田区）

⑺　使用人の状況（2020年３月31日現在）
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

58（６）名 ４名増（１名減） 38.8歳 6.7年

（注）使用人は就業員数であり、嘱託社員、派遣社員及びパートについては（　）内に外数で記載しておりま
す。

⑻　主要な借入先及び借入額の状況（2020年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 93,220千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 38,324千円

⑼　その他株式会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 8 －

主要な事業内容、主要な営業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項
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２．株式の状況（2020年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数

（注）2020年４月１日付にて実施した株式分割（１株を２株に分割）に伴い、発行
可能株式総数は、22,000,000株増加し、44,000,000株となっております。

22,000,000株

⑵　発行済株式の総数
（注）2020年４月１日付にて実施した株式分割（１株を２株に分割）に伴い、発行

済株式総数は、5,737,264株増加し、11,474,528株となっております。

5,737,264株

⑶　株主数 3,263名

⑷　大株主（上位10名）
順位 株 主 名 持 株 数 持株比率

1 Cykan Holdings Co.,Ltd. (韓国) 3,035,212株 52.90%
2 鍵谷文勇 95,600株 1.66%
3 大江拓也 90,000株 1.56%
4 日本証券金融株式会社 77,800株 1.35%
5 羽成正己 65,900株 1.14%
6 勝呂　崇 57,000株 0.99%
7 田川宗良 50,000株 0.87%
8 コムシード従業員持株会 47,500株 0.82%
9 福田大志 41,800株 0.72%
10 正井芳治 38,300株 0.66%

（注）１．持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てております。
２．持株比率は、自己株式（74株）を控除して計算しております。

－ 9 －
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⑸　その他株式に関する重要な事項
当社株式の投資単位あたりの金額の引き下げにより、投資家の皆様がより一層投資しやすい

環境を整えることで、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的として、
2020年４月１日付で、１株につき２株の割合をもって株式分割を実施いたしました。

３．新株予約権等の状況
⑴　当事業年度の末日において、当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予
約権の状況

該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

－ 10 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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⑶　その他新株予約権等に関する重要事項
2017年８月９日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

第６回新株予約権（業績条件付募集新株予約権）
新株予約権の総数 1,820個
新株予約権の目的となる
株式の種類及び数

当社普通株式182,000株

新株予約権の発行価額 600円
新株予約権の発行総額 1,092,000円
新株予約権の行使による
株式を発行する場合にお
いて増加する資本金及び
資本準備金の額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資
本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加
限度額の2分の1の金額とし（計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端
数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の
額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間 2019年７月1日から2024年８月30日まで
新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は2019年３月期乃至2021年３月期のいずれかの事業年度の

当社の営業利益が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益を
達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から、各新株予約権者に割り
当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」
という。）を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数
に１個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
（a）営業利益が３億円を超過した場合：行使可能割合20％
（b）営業利益が４億円を超過した場合：行使可能割合50％
（c）営業利益が５億円を超過した場合：行使可能割合100％
②上記①の規定にかかわらず、2019年３月期乃至2021年３月期のいずれかの
事業年度において営業損失を計上した場合には、上記①に基づいて既に行使可
能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することが
できない。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関
係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了
による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、
この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発
行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行う
ことはできない。
⑥各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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４．会社役員の状況
⑴　取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 塚 原 謙 次 株式会社WEARE取締役
株式会社GRIP取締役

代 表 取 締 役 副 社 長 羽 成 正 己 CTO

取 締 役 趙 　 容 晙
Cykan Holdings Co.,Ltd.取締役
株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ
取締役

取 締 役 金 　 永 埈

Cykan Holdings Co.,Ltd.取締役
株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ
取締役
株式会社モビディック社外取締役

常 勤 監 査 役 飯 田 三 郎

監 査 役 岡 本 光 樹 岡本総合法律事務所　弁護士
東京都議会議員

監 査 役 谷 口 郁 夫
谷口パートナーズ国際会計・税務事務所　
パートナー公認会計士
ＧＭＯクリック証券株式会社社外監査役

（注）１．監査役岡本光樹氏及び監査役谷口郁夫氏は社外監査役であります。
２．監査役岡本光樹氏は、弁護士の資格を持ち、企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を

有しております。
３．監査役谷口郁夫氏は、公認会計士の資格を持ち、財務、会計に関する相当程度の知見を有しており

ます。
４．当社は、監査役谷口郁夫氏を株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ております。

－ 12 －
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５．当事業年度中の取締役の地位・担当並びに重要な兼職の状況の変更は次のとおりであります。

氏 名
地位・担当並びに重要な兼職の状況

変更前 変更後 異動年月日

塚  原   謙  次

専務取締役
モバイルビジネス本部長兼 経営
戦略室ゼネラルマネジャー
株式会社WEARE取締役
株式会社GRIP取締役

代表取締役社長
株式会社WEARE取締役
株式会社GRIP取締役

2019年６月25日

羽  成   正  己 代表取締役社長 CTO
兼 開発本部長 代表取締役副社長CTO 2019年６月25日

金 　 永 埈

取締役
Cykan Holdings Co.,Ltd.取締
役
株式会社武雄嬉野国際カントリ
ークラブ取締役

取締役
Cykan Holdings Co.,Ltd.取締
役
株式会社武雄嬉野国際カントリ
ークラブ取締役
株式会社モビディック社外取締
役

2019年７月26日

⑵　事業年度中に退任した取締役及び監査役
　　該当事項はありません。

－ 13 －
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⑶　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

２名
（―）

28,358千円
（―）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

３
（２）

10,800
（4,800）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

５
（２）

39,158
（4,800）

（注）１．取締役の支給額には使用人兼取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
２．取締役のうち２名については、報酬を支払っておりません。
３．取締役の報酬限度額は、2007年６月25日開催の第16回定時株主総会において年額１億２千万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
４．監査役の報酬限度額は、2007年６月25日開催の第16回定時株主総会において年額２千４百万円以内

と決議いただいております。
５．当社は2006年５月22日開催の取締役会において、2006年６月30日をもって役員退職慰労金制度を

廃止することを決議し、2006年６月27日開催の定時株主総会において、同制度の廃止に伴う打ち切
り支給を行うことを決議しております。従いまして、廃止時における引当額は対象となる役員の退職
まで据え置き、2006年７月以降の新たな引当は行っておりません。なお、2020年３月31日現在の
要支給額は19,197千円であり、その内訳は取締役１名18,427千円、監査役１名770千円であります。

⑷　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項及び当社定款第38条第２項の規定に基づき、会

社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その限度額は会社法第
425条第１項に定める額としております。

⑸　社外役員に関する事項
①　重要な兼職先と当社との関係

・監査役岡本光樹氏は、岡本総合法律事務所の弁護士を兼務しており、東京都議会議員であり
ます。なお、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

・監査役谷口郁夫氏は、谷口パートナーズ国際会計・税務事務所のパートナー、ＧＭＯクリッ
ク証券株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と兼職先との間には特別な関
係はありません。

－ 14 －
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②　当事業年度における主な活動状況
活 動 状 況

監査役 岡 本 光 樹
当事業年度に開催された取締役会20回のうち17回に、監査役会13回のう
ち13回に出席し、必要に応じて弁護士としての専門的見地から、発言を行
っております。

監査役 谷 口 郁 夫
当事業年度に開催された取締役会20回のうち18回に、監査役会13回のう
ち11回に出席し、必要に応じて公認会計士としての専門的見地から、発言
を行っております。

③　当社において社外取締役を置くことが相当でない理由
当社は、現在の当社経営から独立性を有する方が取締役として重要な意思決定に参加いた

だく必要があると考えております。一方、当社は、当事業年度の末日において、役員７名、
就業員数58名と会社規模が小さく、取締役の業務執行の状況につきましては、少数の取締役
が指揮・監督を行い、経営全般に関する重要な意思決定をすることにより、全体を監督して
おります。また当社は、ソーシャルゲーム及びスマートフォン向けコンテンツビジネスを展
開しており、その主力となる事業はパチンコ・パチスロの実機シミュレーターアプリを核と
していること、また、新たに展開する事業においても、スマートフォンネイティブアプリに
関連する内容であることから、当社取締役は当該事業の現場に精通していること、また関連
分野における十分な経験と一定の知識を有することが重視されます。

よって、社外取締役につきましても、上記の条件に基づいて候補者の選択を継続して行っ
ておりますが、現時点で当社を取り巻く事業環境における企業経営への理解と知見を有し、
これらの要件を満たす適任者の選定には至っておりません。

当社といたしましては、引き続き候補者の選定を行うとともに、現在の経営戦略を踏まえ
当社の企業価値向上に適う機関設計の在り方、取締役会の役割と構成やコーポレート・ガバ
ナンスの在り方について、継続的に検討を重ねてゆく所存であります。

－ 15 －
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５．会計監査人の状況
⑴　名称　太陽有限責任監査法人

⑵　報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,800千円

当事業年度に係る会計監査人の非監査業務報酬の額 200千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 17,000千円
 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計
監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人と監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況について必要な検証を行った
うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）

である、収益認識に関する会計基準の適用対応に係る助言業務を委託し対価を支払っておりま
す。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会で選定された監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会

計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

－ 16 －

会計監査人の状況



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2020/06/01 14:55:09 / 19596544_コムシード株式会社_招集通知（Ｃ）

６．業務の適正を確保するための体制とその運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)取締役及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責

任を果たすためリスク管理委員会を設置し、関連社内規程を整備するとともに、全役職員に周
知徹底させる。

2)監査役は、取締役会及び社内の重要な会議に出席し、会社の決議事項のプロセス・内容などが
法令及び定款などに基づき、適合しているか確認する。

3)リスク管理委員会は、従業員が、法令、定款及び社内規程などに基づき適正に職務を遂行して
いるかどうかを「内部監査規程」に基づき監査し、その監査結果を代表取締役に報告する。代
表取締役は、その内容を定期的に取締役会に報告する。

4)当社は、法令上疑義のある行動等について従業員が直接情報提供を行う手段として内部通報制
度を設置、運営する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、関連社内規程を整備し、文書又は

電磁的媒体により記録のうえ、適切に管理、保存する。
2)取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧することができる。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)取締役会は、取締役の中からリスク管理委員会の委員長を任命し、リスク管理委員会により会

社内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限などを規定した関連社内規程
を整備する。

2)リスク管理委員会は、各部門の業務に付随したあらゆるリスク及び組織横断的なリスクに対応
するため、各部門に対し、指導、助言を行う。

－ 17 －

業務の適正を確保するための体制



2020/06/01 14:55:09 / 19596544_コムシード株式会社_招集通知（Ｃ）

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役は、責任と権限に関する事項を定めた「職務権限規程」及び「職務権限表」に基づき、

適正かつ効率的に職務を執行する。
2)取締役会は、原則として毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督

などを行う。
3)取締役会は、将来の事業環境を踏まえ全役職員の共通目標となる中期経営計画及び各年度予算

を決定し、その進捗状況を適宜検証する。
4)担当取締役は、目標達成のために権限委譲を含めた効率的な業務運営の方法を定め、定期的な

進捗状況を取締役会に報告する。

⑤当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)親会社と親会社以外の株主の利益が、実質的に相反するおそれのある親会社との取引、親会社

の利益と当社の利益が相反するおそれのある取引に当たっては、その都度取締役会に付議し慎
重に審議のうえ、決定する。

2)リスク管理委員会は、当社及びグループ会社における内部統制の構築を目指し、情報の共有
化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを整備する。

⑥監査役がその職務を補助するべき補助者を置くことを求めた場合における当該補助者に関する
事項並びにその補助者の取締役からの独立性に関する事項
1)監査役の監査業務を補助するために監査役により指名された補助者は、監査役からの監査業務

に係る命令に関して、取締役の指揮命令を受けないものとする。
2)監査役を補助すべき補助者の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を

得るものとする。

⑦取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制
1)取締役及び従業員は、会社に著しい損害を与える事実が発生し、又は発生するおそれがあると

き、あるいは、役職員による違法又は不正行為を発見したときは、法令に従い、ただちに監査
役又は監査役会に報告する。

2)監査役は、必要がある場合には、稟議書その他社内の重要書類、資料などを閲覧することがで
きる。

3)当社は、監査役へ報告を行った当社の取締役及び従業員に対して、当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いはしない。

－ 18 －

業務の適正を確保するための体制
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　⑧監査役の補助者である使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査役の監査業務を補助するために監査役により指名された補助者の職務は、組織及び組織単位
の業務分掌を定める規程に定め、監査役の指示に従う体制を確保する。

　⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)代表取締役は、役職員に対する監査役監査への理解及びその環境の整備に努める。
2)監査役は、必要と認めた場合は、特定の事項について、内部監査責任者及びその他の部署の監

査役監査に対し協力を求めることができる。
3)監査役は、会計監査人との定期的な会合、会計監査人の往査などへの立ち会いのほか、会計監

査人に対し監査の実施経過について適宜報告を求めるなど、緊密な連携を保ち、その監査役監
査業務を実効的に行えるようにする。

4)当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用については、請求等に従い、速やかに処理を行う。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、取締役会において決定した会社法第362条第４項第６号に定める会社の業務の適正を

図るための体制の整備に関する基本方針に基づき、当社の内部統制システムの整備・運用状況に
ついて評価を実施し、本基本方針に基づき内部統制システムが適切に整備運用されていることを
確認いたしております。

コンプライアンスに係る教育については、役職員全員に基本的事項の再確認や事例研究等の社
内研修を実施することにより、法令及び定款の遵守並びにコンプライアンス意識の向上に努めま
した。また、リスク管理規程に基づき、当社の企業経営に重大な影響を与えるリスクの選定と必
要な対策について必要な検討と内部通報制度の適正な運用を行っております。

７．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、剰余金の配当につきまして

は、業績や経営基盤の充実並びに将来の成長などを総合的に勘案し、継続的に実施していくこと
を基本方針としています。

今後につきましても、この基本方針に基づきつつ、各期の業績等を勘案しながら、剰余金の配
当について検討してまいります。

－ 19 －
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
工 具 器 具 備 品
無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 社 債
長 期 貸 付 金
差 入 保 証 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

624,455
352,945
19,900

182,147
2,534
1,158

23,850
41,909

8
371,636
7,992
3,056
4,936

105,237
47,648
57,140

448
258,407
60,600
70,200
59,800
9,000

21,609
48,822
27,354

20
△39,000

流 動 負 債 194,884
買 掛 金 97,672
1年内返済予定の長期借入金 30,348
未 払 金 13,160
未 払 費 用 3,622
未 払 法 人 税 等 7,027
未 払 消 費 税 等 9,974
前 受 金 30,181
預 り 金 2,897

固 定 負 債 128,769
長 期 借 入 金 101,196
退 職 給 付 引 当 金 8,376
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 19,197

負 債 合 計 323,654
純 資 産 の 部

株 主 資 本 671,474
資 本 金 884,926
資 本 剰 余 金 316,035
資 本 準 備 金 316,035
利 益 剰 余 金 △529,433
そ の 他 利 益 剰 余 金 △529,433

繰 越 利 益 剰 余 金 △529,433
自 己 株 式 △53

新 株 予 約 権 963
純 資 産 合 計 672,437

資 産 合 計 996,091 負 債 純 資 産 合 計 996,091
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 20 －
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損　益　計　算　書
(2019年 4 月 1 日から)2020年 3 月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,171,372

売 上 原 価 720,280

売 上 総 利 益 451,092

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 431,131

営 業 利 益 19,961

営 業 外 収 益

受 取 利 息 367

そ の 他 6 374

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,152

支 払 手 数 料 1,490 2,642

経 常 利 益 17,693

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 57 57

特 別 損 失

減 損 損 失 21,189

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 39,000

投 資 有 価 証 券 評 価 損 169 60,359

税 引 前 当 期 純 損 失 42,609

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,294

法 人 税 等 調 整 額 9,852 12,146

当 期 純 損 失 54,755

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 21 －
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株主資本等変動計算書
(2019年 4 月 1 日から)2020年 3 月31日まで

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
資本準備金 資本剰余金

合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2019年４月１日期首残高 884,926 316,035 316,035 △474,677 △474,677 －
事業年度中の変動額

当期純損失（△） － △54,755 △54,755
自己株式の取得 － △53
株主資本以外の項目の当
期変動額（純額） － －

事業年度中の変動額合計 － － － △54,755 △54,755 △53
2020年３月31日期末残高 884,926 316,035 316,035 △529,433 △529,433 △53

株 主 資 本

新株予約権 純 資 産
合 計株 主 資 本

合 計

2019年４月１日期首残高 726,283 1,020 727,303
事業年度中の変動額

当期純損失（△） △54,755 △54,755
自己株式の取得 △53 △53
株主資本以外の項目の当
期変動額（純額） － △57 △57

事業年度中の変動額合計 △54,809 △57 △54,866
2020年３月31日期末残高 671,474 963 672,437

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 22 －
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

⑴　資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
　・関連会社株式

　　　　　　時価のないもの　　移動平均法に基づく原価法
　　　　・その他有価証券
　　　　　　時価のないもの　　移動平均法に基づく原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
・商品及び製品　　　　先入先出法
・仕掛品　　　　　　　個別法
・原材料及び貯蔵品　　最終仕入原価法

⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　　当社は定率法によっております。ただし、1998年４月１日以後に取得
の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

②　無形固定資産　　　　　　　　定額法
ソフトウエア

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（２
年〜５年）に基づく定額法によっております。

⑶　引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

－ 23 －
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②　退職給付引当金　　　　　　　　当社は、給与制度の年俸制度移行により、2009年３月31日をもって
退職金制度を廃止いたしました。これに伴い、制度廃止時の退職金支給
規程に基づく自己都合による要支給額を計上しております。　なお、当
該退職金未払額は確定しておりますが、従業員の退職時に支給するため、
「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い（実務対
応報告第２号）」を適用し、引き続き「退職給付引当金」として計上し
ております。

③　役員退職慰労引当金　　　　　　役員への退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規程に
基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
　なお、当社は2006年５月22日開催の取締役会において、2006年６月
30日をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、2006年６
月27日開催の定時株主総会において、同制度の廃止に伴う打ち切り支給
を行うことを決議しております。従いまして、廃止時における引当額は
対象となる役員の退職まで据え置き、2006年７月以降の新たな引当は行
っておりません。

⑷　その他計算書類作成のための基本となる事項
消費税等の会計処理　　　　　　税抜方式によっております。

－ 24 －
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（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日　企業

会計基準委員会）

⑴　概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関

する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおい
てはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以
後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される
状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用
指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS
第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的
な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行わ
れてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱い
を追加することとされております。

⑵　適用予定日
2022年３月期の期首から適用します。

⑶　当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による計算書類に与える影響額については、現時点で評価中

であります。

－ 25 －
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２．貸借対照表に関する注記

⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務
資金決済に関する法律に基づく発行保証金として、現金及び預金20,000千円を供託しております。ま

た、当該発行保証金については、金融機関との間で資金決済に関する法律に基づく発行保証金保全契約を
締結しております。

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 30,154千円

⑶　当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関２社と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 150,000千円
借入実行残高 ─ 千円

150,000千円

(4)　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
長期金銭債権
短期金銭債務

21,118千円
2,944千円

３．株主資本等変動計算書に関する注記

⑴　発行済株式の総数に関する事項
株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 5,737,264株 ─ 株 ─ 株 5,737,264株
(注) 2020年４月１日付にて実施した株式分割（１株を２株に分割）に伴い、発行済株式の総数は、5,737,264

株増加し、11,474,528株となっております。

⑵　自己株式の数に関する事項
株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 ─ 株 74株 ─ 株 74株
(注) 自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加74株であります。また、2020年４月１日付にて

実施した株式分割（１株を２株に分割）に伴い、自己株式の数は、74株増加し、148株となっております。

－ 26 －
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⑶　当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類
及び数

普通株式　　　　　160,500株
(注) 2020年４月１日付にて実施した株式分割（１株を２株に分割）に伴い、株式の数は、160,500株

増加し、321,000株となっております。

４．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

無形固定資産償却超過額 83,677千円
貸倒引当金 11,941千円
投資有価証券評価損 52千円
保証金償却 1,614千円
未払事業税 1,441千円
退職給付引当金 2,564千円
役員退職慰労引当金 5,878千円
繰越欠損金 147,587千円
その他 676千円
繰延税金資産小計 255,434千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △147,587千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当金 △80,492千円
評価性引当額小計 △228,079千円
繰延税金資産合計 27,354千円
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５．金融商品に関する注記

⑴　金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については事業計画に照らして、

銀行借入や増資等により資金を調達しております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクを有しており、当該リスクについては取引先

ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに販売管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。
投資有価証券、関係会社株式、関係会社社債は業務及び資本提携に関連する取引先企業の株式及び債権

であり、事業推進を目的に保有しておりますが、発行会社の信用リスクを有しており、当該リスクについ
ては定期的に取引先企業の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況の見直しを継続
的に行っております。

長期貸付金は業務及び資本提携に関連する取引先企業の株主に対するものであり、貸付先の信用リスク
を有しており、当該リスクについては当該企業の経営状況等を定期的にモニタリングし、返済金額の遅延
等の早期把握に努めております。

差入保証金は本社の賃貸借契約に伴う敷金であり、取引先企業の信用リスクを有しており、当該リスク
については取引先企業の経営状況を随時かつ定期的にモニタリングし、財政状態の悪化等の早期把握に努
めております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日のものです。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれてお
りません（（注２）参照）。
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(単位：千円)
貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴　現金及び預金 352,945 352,945 ─
⑵　受取手形 19,900 19,900 ─
⑶　売掛金 182,147 182,147 ─
⑷　長期貸付金 9,000

貸倒引当金(＊1) △9,000
─ ─ ─

資産計 554,993 554,993 ─
⑴　買掛金 97,672 97,672 ─
⑵　未払金 13,160 13,160 ─
⑶　長期借入金(＊2) 131,544 131,476 △67
負債計 242,377 242,310 △67
(＊1)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(＊2)１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注１）金融商品の時価の算定方法

資産
⑴　現金及び預金、⑵　受取手形、⑶　売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。

⑷　長期貸付金
長期貸付金については、個別に回収不能見込額に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時

価は決算日における貸借対照表価額から貸倒見積額を控除した金額と同額であり、当該価額をも
って時価としております。

負債
⑴　買掛金、⑵　未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。

⑶　長期借入金
固定金利であるため、時価は元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）
（1）　投資有価証券 60,600
（2）　関係会社株式 70,200
（3）　関係会社社債 59,800
（4）　差入保証金 21,609

(1)投資有価証券、(2)関係会社株式、(3)関係会社社債
これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価

開示の対象としておりません。また、当事業年度において投資有価証券について、株式では減損
処理169千円を、社債では貸倒引当金30,000千円の計上を行っております。

(4)差入保証金
差入保証金は、本社の賃貸借契約に伴う敷金であります。時価については、将来の発生が予想

される原状回復費見込額を控除したものに対し、賃貸借契約の終了期間を考慮した敷金の返還予
定時期に基づき、合理的な利率で割り引いた現在価値を算定しておりましたが、当初予想した賃
貸借契約の終了期間を経過し、今後も賃貸借期間は事前に契約終了の意思表示をする場合を除き
自動継続することから、合理的に返還予定時期を見積もることが極めて困難なため、時価開示の
対象としておりません。
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６．持分法損益等に関する注記

(1) 関連会社に対する投資等の金額　　　　　　　　　　　　　70,200千円

(2) 持分法を適用した場合の投資の金額　　　　　　　　　　　63,898千円

(3) 持分法を適用した場合の投資利益（△は損失）の金額　　△ 6,301千円

７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の
所 有 (被 所
有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

関連会社 ㈱モビディック 35.06%

株式の購入
資金の援助
役員の兼任
業務の委託

第三者割当増資の引受
け（注）２

70,200 関係会社株式 70,200

転換社債型新株予約権
付社債の引受け（注）２

59,800 関係会社社債 59,800

業務委託料（注）３ 21,118 長期前払費用 21,118

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．株式の購入価格及び転換社債型新株予約権付社債の発行価額については、第三者機関により算定さ
れた評価を勘案して決定しております。

３．取引金額は業務内容を勘案し当事者間の契約により決定しております。
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(2) 兄弟会社等

種類 会社等の名称
議決権等の
所 有 (被 所
有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社
の子会
社

㈱武雄嬉野国際
カントリークラブ

─ 業務の受託
システム導入及び開発
に関する調査・技術コン
サルティング（注）２

10,200 ─ ─

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引金額は業務内容を勘案し当事者間の契約により決定しております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額　　　　　　　 58円52銭

(2) １株当たり当期純損失　　　　　　　4円77銭

（注）当社は、2020年1月24日開催の取締役会決議に基づき、2020年４月１日付で１株につき２株の割合を
もって株式分割を行っております。そのため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失を算定しております。
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９．重要な後発事象に関する注記

（株式分割）
当社は、2020年1月24日開催の取締役会決議に基づき、2020年４月１日付で当社定款の一部を変更し、株

式分割を実施いたしました。

(1) 株式分割及び定款の一部変更の目的
当社株式の投資単位あたりの金額の引き下げにより、投資家の皆様がより一層投資しやすい環境を整える

ことで、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としております。

(2) 分割の方法
2020年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、

１株につき２株の割合をもって分割いたしました。

(3) 分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数　　　　　　　5,737,264株
株式分割により増加する株式数　　　　　　5,737,264株
株式分割後の発行済株式総数　　　　　　 11,474,528株
株式分割後の発行可能株式総数　　　　　 44,000,000株

(4) 株式分割の効力発生日
2020年４月１日

(5) １株当たり情報に及ぼす影響
「１株当たり情報に関する注記」は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており
ます。
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（第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集）
当社は、2020年５月14日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第４回無担保転換社債型

新株予約権付社債の募集を行うことを決議しました。
概要は以下のとおりであります。

コムシード株式会社第４回転換社債型新株予約権付社債
募集の方法 第三者割当の方法により、全額を株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ

に割り当てる。
発行総額 金200,000,000円（額面総額200,000,000円）
各社債の金額 金5,000,000円の1種
発行価格 各社債の金額100円につき金100円。

本新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しない。
払込期日 2020年６月５日
利率 年率0.7％（固定）
利払日 毎年12月31日（但し、繰上償還される場合には、繰上償還日）
利息支払の方法 （１）本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日（但し、繰上償還

される場合は繰上償還日）までこれを付するものとし、2020年12月31日
を第１回の利払日としてその日までの分を支払い、その後毎年12月31日
（但し、繰上償還される場合には、繰上償還日）（以下、「利払日」とい
う。）に、当該利払日の直前の利払日（第１回の利払日においては払込期
日）の翌日から当該利払日までの期間（以下、「利息計算期間」という。）
について、各々その日までの利息計算期間分を支払う。但し、１年分に満
たない利息計算期間につき利息を計算するときは、１年を365日とする日割
りをもってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨
てる。本項に従い決定される、各利払日に支払われるべき各本社債の利息
の金額を「利息金額」という。
（２）利払日が、銀行休業日にあたるときは、その支払いを当該利払日の
直前の銀行営業日に繰り上げるものとする。
（３）本転換社債型新株予約権の行使の効力発生日から後は、当該行使に
係る各本社債の利息は発生しない。また、当該行使の効力が生じた日まで
の未払利息は、当該行使の効力が生じた日から10営業日以内に支払う。
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利息支払の方法 （４）償還期日後は利息を付さない。但し、償還期日に弁済の提供がなさ
れなかった場合には、当該元本について、償還期日の翌日（この日を含
む。）から弁済の提供がなされた日（この日を含む。）までの期間につき、
年14.5％の利率による遅延損害金を付するものとする。
（５）利息の支払場所
コムシード株式会社 経営管理部

償還期限 2023年６月４日
償還の方法 満期償還（未償還の全部を額面100円に付き100円）または繰上償還(注1)、

買入償還(注2)
本新株予約権の目的となる株式
の種類

当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準と
なる株式である。なお、当社の単元株式数は100株である。

本新株予約権の目的となる株式
の数

452,488株
払込金額の総額を転換価額で除した整数（1株未満の端数は切り捨て）

転換価額 金442円
新株予約権の行使期間 2020年６月５日から2023年６月４日まで
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の資本組入
額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する
資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等
増加限度額の2分の1の金額とし（計算の結果1円未満の端数を生じる場合は
その端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権付社債は、会社法254条第2項本文及び第3項本文の定めによ

り、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
資金の使途 新規事業の展開資金及び既存事業の安定的な運営資金
(注１) 本社債の繰上償還について

イ．当社は、2020年９月４日以降、20営業日前に本新株予約権付社債の社債権者（以下、｢本社債権者｣
という。）に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、その選択により、その時点
で残存する本社債の全部または一部を、各本社債の額面100円につき金100円の割合で、繰上償還
することができる。

ロ．本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
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(注２) 本社債の買入償還について
イ．当社は、本社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買い入れることがで

きる。
ロ．当社が新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社はいつでもその選択により、当該新株予約権

付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本
新株予約権は消滅する。

10．その他の注記

資産除去債務関係
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有

しております。当該賃借建物に係る有形固定資産に関連する資産除去債務については、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当
期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
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計算書類に係る会計監査報告
独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

2020年５月25日
コムシード株式会社

取締役会　御中
太　陽　有　限　責　任　監　査　法　人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 柏　木　　　忠 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙　田　政　憲 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、コムシード株式会社の2019年

４月１日から2020年３月31日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第29期事業年度の取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針並びに、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その
他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業
務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

－ 39 －
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について
検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

④新型コロナウイルス感染拡大問題に関する韓国・中国の取引企業の動向把握、対処の仕方
について取締役の職務執行は適切であり指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以　上
2020年５月26日

コムシード株式会社　監査役会
常勤監査役 飯田三郎 ㊞
社外監査役 岡本光樹 ㊞
社外監査役 谷口郁夫 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役５名選任の件
取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制

の一層の強化を図るため１名を増員し、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の株式の数

１

つか
塚

はら
原

けん
謙

じ
次

(1975年２月１日生)

1997年４月 株式会社学生援護会入社

8,000株

2001年９月 株式会社アイエスイー入社
2002年10月 株式会社ネプロジャパン入社
2004年４月 株式会社ネプロアイティ入社
2006年５月 当社セールス＆マーケティングディビジョン

メディアグループ　リーダー
2007年４月 当社モバイル事業本部マネジャー
2008年11月 当社モバイルビジネス本部 ゼネラルマネジャー
2012年12月 当社執行役員 モバイルビジネス本部長 兼 経

営戦略室ゼネラルマネジャー
2013年６月 当社専務取締役 兼 モバイルビジネス本部長 

兼 経営戦略室ゼネラルマネジャー
2018年６月 株式会社WEARE取締役（現任）
2018
2019

年
年

10
６

月
月

株式会社GRIP取締役（現任）
当社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社WEARE取締役、株式会社GRIP取締役

（取締役候補者とした理由）
塚原謙次氏は、当社モバイルビジネス部門において要職を歴任するとともに、業界の動向や事業戦略
に関する高い見識を有しております。その知見は当社成長戦略の推進に適任であると判断し、引き続
き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

－ 41 －
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候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の株式の数

２

は

羽
な り

成
ま さ

正
み

己
(1963年11月27日生)

1985年５月 株式会社日本テレネット入社

65,900株

1994年６月 マイクロワールド株式会社(現当社)取締役
1995年６月 株式会社日本テレネット常務取締役
2003年５月 当社専務取締役コンテンツサービス部長
2007年４月 当社専務取締役ＣＴＯ 兼 テクニカルセンター長
2008年11月 当社専務取締役ＣＴＯ
2012年11月 当社代表取締役社長ＣＴＯ
2016
2019

年
年

６
６

月
月

当社代表取締役社長ＣＴＯ 兼 開発本部長
当社代表取締役副社長ＣＴＯ（現任）

（取締役候補者とした理由）
羽成正己氏は当社創立メンバーの一人であり、長年にわたり当社の技術部門を率いて数々のサービス
を世に送り出してきた実績があります。また、技術部門のみならず、経営への高い見識を有している
こと、当社事業に深く精通していること等を勘案し、引き続き取締役候補者として選任をお願いする
ものであります。

－ 42 －
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候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の株式の数

３

ちょー
趙

 
　

よん
容

じゅん
晙

(1965年10月７日生)

2000年２月 D－Gate株式会社入社 財務担当取締役

─株

2008年８月 Cykan Holdings Co.,Ltd.入社
常務 兼 海外戦略事業部総括役

2009年６月 当社取締役（現任）
2014

2014
2017

年

年
年

３

５
11

月

月
月

株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締
役（現任）
株式会社サイカン取締役
Cykan Holdings Co.,Ltd.取締役 兼 海外戦
略事業部総括役(現任）

（重要な兼職の状況）
Cykan Holdings Co.,Ltd.取締役
株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役

（取締役候補者とした理由）
趙容晙氏は、親会社Cykan Holdings Co.,Ltd.において財務担当の要職にあります。当社の財務状況
に関する適切な助言・監督を行うなど、当社がグローバル企業として発展するために必要な人材であ
ることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

４

きむ
金

 
　

よん
永

じゅん
埈

(1986年2月10日生)

2005年11月 Cykan Holdings Co.,Ltd. 取締役（現任）

─株

2014年４月 Cykan Co.,Ltd.入社 経営改善室長（現任）
CNN Invest Co.,Ltd. 取締役（現任）

2017年６月 当社取締役（現任）
2018年３月 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締

役（現任）
2019年 7 月 株式会社モビディック社外取締役(現任）
（重要な兼職の状況）

Cykan Holdings Co.,Ltd.取締役
株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ取締役
株式会社モビディック社外取締役

（取締役候補者とした理由）
金永埈氏は、親会社Cykan Holdings Co.,Ltd.の取締役を兼任しており、韓国のゲーム業界の事情に
精通していること、同業界内でのネットワークが当社経営に活かせると判断できること等から、引き
続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の株式の数

５

※
い

李
 

　
じょん

正
そ ぷ

攝
(1979年12月16日生)

2006年３月 株式会社ゲームオン入社

―株

2007年４月 SK Cyberpass Co.,Ltd.入社
2008年11月 株式会社ディー・エヌ・エー入社
2009

2010
2011

年

年
年

８

10
４

月

月
月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント
株式会社入社
株式会社ネオサイオン取締役
株式会社ネオサイオン取締役ＣＯＯ

2011年８月 株式会社Emagine代表取締役ＣＥＯ
2015年６月 株式会社ブライブ取締役ＣＯＯ
2018年６月 株式会社ブライブ代表取締役ＣＥＯ
2018年12月 株式会社Pearl Abyss JP代表取締役ＣＥＯ

（2020年６月退任予定）
（取締役候補者とした理由）
李正攝氏は国内大手ゲーム会社で要職を歴任したほか、国内外のゲーム会社で代表取締役に就任する
など国内外におけるゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。以上によ
り、当社の持続的な企業価値向上実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者と致しました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　２．※印は新任の候補者であります。

３．取締役候補者に社外取締役の選任を上程しておりません。当該理由につきましては本招集通知「４．
会社役員の状況（５）社外役員に関する事項③当社において社外取締役を置くことが相当でない理由」
に記載のとおりであります。

－ 44 －
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第２号議案　取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
Ⅰ　提案の理由及び当該報酬を相当とする理由

当社取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と
共有することで当社取締役の企業価値向上へのインセンティブを高めることにより、当社の健全
な経営を推進していくことを目的として、当社取締役に対するストック・オプションとしての新
株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものでありま
す。

Ⅱ　議案の内容（本制度における報酬等の額及び内容）
１．ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額

当社の取締役に対する報酬は、会社法第361条第１項に基づき、2007年６月25日開催の第
16回定時株主総会において、取締役に対する金銭報酬として、年額１億２千万円以内（ただ
し、使用人分給与は含まない。）とすることをご承認いただき、今日に至っております。

このたび、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の
利益を重視した業務展開を図ることを目的として、従来の金銭報酬の額の枠内にて、取締役に
対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額3,000万円以内と
することにつき、ご承認をお願いするものであります。

当社の取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株予
約権の割当日において算定した新株予約権１個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総
数に乗じた額となります。ここでいうところの割当日における新株予約権１個当たりの公正価
額の算定につきましては、新株予約権の公正価値の算定のために一般的に利用されている算定
方法を用いることとしております。なお、かかるストック・オプションの付与は、新株予約権
の公正な評価額を払込金額とする新株予約権を当社取締役に割当てる一方、当該払込金額に相
当する金銭報酬を支給することとし、報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相
殺する方法により行います。

なお、本定時株主総会において第１号議案が原案どおり承認可決されました後は、取締役は
５名となります。なお、当社取締役の他に、当社従業員に対しても同様のストック・オプショ
ンを割当てる予定です。具体的な付与対象者、支給時期及び分配については、取締役会にて決
定いたします。
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２．報酬等の内容（ストック・オプションとして発行する新株予約権の具体的な内容）
（１）新株予約権の数

各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の上限は、730
個とする。

（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の目的である株

式の数の上限は73,000株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式と
し、新株予約権１個当たりの目的である株式の数は100株とする。

また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の
変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

（３）新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデルによ

り算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対
し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求
権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使するこ

とにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）
に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金１円とする。
（５）新株予約権を行使することができる期間

割当日から１年を経過する日より割当日後10年を経過する日までの範囲内で、取締役会が
決定する期間とする。

（６）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
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（７）新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、

監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他
正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
（８）その他の新株予約権の募集事項

その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会におい
て定める。

以　上
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株主総会会場ご案内図

〒110-0006　東京都台東区秋葉原１番１号
秋葉原ビジネスセンター

ミーティングスペースＡＰ秋葉原　５階会議室
TEL.03(5289)9109
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